
マージン率等の情報について 

アイイーファイヴ株式会社 

労働者派遣法第 23 条第 5 項に基づき、弊社の労働者派遣の実績、派遣労働者数、派遣

先数、派遣料金等の労働者派遣事業の状況に関する情報を提供いたします。 

《2024 年度事業内容》 

派遣労働者数 2 

派遣先企業数 1 

派遣料金の平均額（1日 8時間あたりの額） 49246 

派遣労働者の賃金の平均額（1 日 8 時間あ

たりの額） 

28297 

マージン率 42.5％ 

教育訓練に関する事項 教育訓練講座（パソコンスキル、ビジネス

スキル、語学、資格試験対策等） 

その他参考となると認められる事項 派遣でご就業いただくに際して、健康保険・

厚生年金・雇用保険にご加入いただきます

（雇用条件によっては加入できない場合が

あります)。また、対象となる方には、産前

産後休暇・育児休業・介護休業の制度もご

利用可能です。 

労働者派遣法 30 条の 4 第 1 項の労使協定

の締結の有無 

有 

上記労使協定の有効期間 2025年 4月 1日～2026年 3月 31日 

上記労使協定の対象となる労働者の範囲 全ての派遣労働者 

 

※①労働者派遣の料金は、税込 

 

※マージンには、営業利益の他、以下のような経費が含まれております。 

 ・法定福利費 （事業主として負担すべき社会保険料および労働保険料） 

 ・派遣労働者の年次有給休暇および慶弔等の特別休暇取得時にかかる賃金 

 ・福利厚生、会社運営費 

 （教育研修費、健康診断費、採用活動費、事務所賃借料、宣伝広告費等） 


